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令和元年１０月３０日 現在 

１．事業概要及び事業の必要性 

事 業 名 横代南町山手１号線道路改築事業 

事 業 箇 所 小倉南区横代南町五丁目～山手三丁目  ※別紙参照 

事 業 化 年 度 平成１７年度 前 回 評 価 年 度 平成２６年度 

全 体 事 業 費 前 回 評 価 時 ３，５００百万円 今 回 7,４７４百万円 

補 助 区 分 
前 回 評 価 時 社会資本整備総合

交付金 

今 回 社会資本整備総合交

付金 

関 係 事 業 

(他団体含む) 
前 回 評 価 時 

・中貫長野１号線 

道路改築事業 

・中貫貫弥生ヶ丘 
１号線道路改築事業 

今 回 

・中貫長野１号線 

道路改築事業 

・中貫貫弥生ヶ丘 

１号線道路改築事業 

・横代南町３号線 

事 業 期 間 前 回 評 価 時 
平成１７年度～ 

令和４年度 
今 回 

平成１７年度～ 

令和９年度 

費 用 便 益 比 

（ Ｂ ／ Ｃ ） 

前 回 評 価 時 

（L=1,000ｍ） 便益(B) 
40.6 億 

費用(C) 
32.6 億 

Ｂ／Ｃ 
1.24 

（L=1,700ｍ） 82.8 億 49.1 億 1.69 

今 回 

（L=1,700ｍ） 
便益(B) 105.4 億 費用(C) 96.1 億 Ｂ／Ｃ 1.10 

事 業 担 当 課 建設局 道路部 道路建設課 （連絡先：５８２-２２７９） 

事
業
を
必
要
と
す
る
地
域
の
課
題
・
事
業
目
的 

 

市道横代南町山手 1 号線は、並行する国道１０号と都市計画道路（以下、(都)とする。）

５号線を補完する、(都)南方朽網線（S42 都市計画決定）の一部を構成し、市道横代南町

3 号線と合わせ、(都)横代線と(都)蜷田若園企救丘線（旧 湯川東谷線）を連絡する幹線道

路である。 

本事業の目的は、小倉南区一円の交通ネットワークの構築により、小倉南区の東西アク

セスを充実させること及び、周辺地域の生活環境を向上させることとしている。 

 

（小倉南区の東西アクセスの充実）     （周辺地域の生活環境の向上） 
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事
業
を
必
要
と
す
る
地
域
の
課
題
・
事
業
目
的 

 

小倉南区の東西アクセスが充実することにより、 

 ・人や物の移動が円滑になる 

・周辺幹線道路の交通を分散する 

・重要物流道路である国道 10 号の代替機能を果たす 

等の効果がもたらされる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、周辺地域においては、ＪＲ日田彦山線を橋梁により立体交差化することにより、 

・生活道路の安全が確保される 

 ・地域の一体化が図られる 

 ・民間投資等の誘発が期待される 

等、生活環境の向上に寄与する。 

 

 

 

 

 

 

 

事 

業 

内 

容 

（全体計画） 

□ 事 業 区 間 小倉南区横代南町五丁目～山手三丁目 

□ 事 業 延 長 Ｌ＝1，0０0ｍ 

□ 計 画 幅 員 Ｗ＝２２ｍ～２９ｍ 

□ 用 地 買 収 A＝２３，５００㎡ 

□ 補 償 物 件 ３６件 

□ 計 画 交 通 量 ５，７００～８，７００台/日（R12） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備済み区間（Ｈ２５ 供用開始） 

Ｌ＝７４０ｍ 

未整備区間 

Ｌ＝２６０ｍ 

山
手
三
丁
目 

石
田
南
二
丁
目 

横
代
南
町
五
丁
目 
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（前回評価時からの変更点及びその理由） 

■事業の変更点 

 ①事業期間  【変更前】令和４年度⇒【変更後】令和９年度（５年間延伸） 

 ②全体事業費 【変更前】３５億円 ⇒【変更後】７５億円 （４０億円増） 

 

■変更理由 

①事業期間（５年間延伸） 

   移転補償に関しては、移転先での再建が可能となることが前提となる。 

補償物件の移転先において、再建に必要な法令上の許可を受けるまでに時間を要した 

ことなどから、５年の延伸を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②全体事業費（４０億円増） 

  ＜調査費（約１億円増）＞ 

   ・Ｈ２９橋梁詳細設計において、橋梁下部工に干渉する送水管φ1200 の位置確定 

のための試掘調査、送水管防護工の検討が追加となった。 

   ・詳細な建物等補償調査を行う対象物件（建物・機械設備）が増加した。 

   ・人件費等の高騰、消費税の増税による影響が生じた。 

  ＜工事費（約 3 億円増）＞ 

   ・橋梁下部工における杭配置の変更、送水管防護工の追加が生じた。 

   ・人件費、資材費等の高騰、消費税の増税による影響が生じた。 

  ＜補償費（約 36 億円増）＞ 

   ・詳細な建物等補償調査を行ったところ、 

① 建物内に数多くの設備を保有していることや、高価な設備であることが判明 

した。 

② 道路区域外の建物や設備が、区域内のものと合わせて一体的な機能を有する 

ことが判明したため、補償の対象に含む必要が生じた。 

   ・人件費等の高騰、消費税の増税による影響が生じた。 

 

 
 
 
 
 

H17 … H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

整備済区間

未整備区間
（前回）

未整備区間
（今回）

整備済区間

未 整 備 区 間

未 整 備 区 間

移転準備・法令上の手続き

移転準備・法令上の手続き

橋梁工事 道路工事

補償調査・交渉

建物移転

補償調査・交渉

建物移転

橋梁工事 道路工事



 4 / 6 
 

２．事業費用内訳                          （単位：百万円） 

 総事業費 

（計画） 

～H29 

(決算額) 

H30 

(決算見込) 

R1 

(予算額) 

R2 以降 

（計画） 

事 

業 

費 

工 事 費   ９６１ ３３１ ０ ０ ６３０ 

用 地・補償 費 ６，２１５ １，１３５ ０ １３６ ４，９４４ 

調 査 費 等 ２９８ １９８ ５７ ０ ４３ 

計 ７，４７４ １，６６４ ５７ １３６ ５，６１７ 

財 

源 

内 

訳 

一 般 財 源 ３７４ ８３ ３ ７ ２８１ 

国 庫 支 出 金 ３，７３７ ８３２ ２８ ６８ ２，８０８ 

県 支 出 金 ０ ０ ０ ０ ０ 

地 方 債 ３，３６１ ７４９ ２６ ６１ ２，５２８ 

そ の 他 ０ ０ ０ ０ ０ 

 

３．事業進捗状況 
 ～H29 H30 R1 R2 R3 

計 画 進 捗 率 

終了予定令和 4 年度 
６３％ ７７％ ９１％ ９４％ ９７％ 

実 績 進 捗 率 

終了予定令和 9 年度 
２２％ ２３％ ２５％ ４１％ ５８％ 

内

 

訳 

工 事 費 ３４％ ３４％ ３４％ ３４％ ３４％ 

用 地 ・ 補 償 費 

(面積ベース ) 

１８％ 

（７６％） 

１８％ 

（７６％） 

２０％ 

（８２％） 

４０％ 

（８７％） 

６０％ 

（９２％） 

調 査 費 等 ６６％ ８６％ ８６％ ８８％ ９０％ 

事
業
進
捗
状
況
及
び
見
込
み 

 

全延長１０００ｍのうち、７４０ｍ（横代南町・石田南地区）が平成２５年度に完成し、 

供用開始した。残り２６０ｍ（山手地区）が未整備となっている。 

平成３０年度末時点での事業費ベースの事業進捗率は２３％である。 

令和元年度より、未整備区間の用地買収及び補償に着手、用地買収及び建物移転完了後

の令和６年度より、未整備区間の工事に着手する予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．事業を巡る社会経済情勢等の変化 
 

・小倉南区の交通量は、今後も増加する傾向にあり、引き続き、幹線道路における交通混雑の 

緩和は必要とされる。 

・近年の災害等を受け、重要物流道路や代替路の位置づけが重視されている。 

・(都)南方朽網線の他工区について、整備が進められ開通区間が増えていることから、本路線の 

需要はますます高まると考えられる。 

 

H17 … H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

整備済区間

未整備区間

整備済区間

未 整 備 区 間

移転準備・法令上の手続き

補償調査・交渉

建物移転

橋梁工事 道路工事
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５．地元住民、受益対象者及び関係機関の意向 
 

生活道路の安全確保のため、本路線の整備を地元より強く要望されている。 

 

 
６．事業の投資効果やその変化 

 

■事業の投資効果について 

 都市計画道路間を結ぶ、横代南町山手１号線（L=1.0km）と横代南町３号線（L=0.7km）を合

わせた L=1.7km が、都市計画道路の目的を果たす区間であることから、まとめて費用便益分析を

実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

便益（Ｂ）項目 現在価値 

走行時間短縮便益  ８４ 億円 

走行経費短縮便益  １６ 億円 

交通事故減少便益   ５ 億円 

合計（Ｂ） １０５ 億円 

 

 

 

 

 

 

 

（便益）道路の整備が行われない場合と行われた場合のそれぞれについて、 

走行時間・走行経費・交通事故回避を金銭換算し、その差から算出。 

（費用）事業費及び維持管理費の合計から算出。 

 

※１ 国土交通省「費用便益分析ﾏﾆｭｱﾙ（道路事業編）」に基づき算定。 

※２ 評価対象期間は、整備期間＋５０年間とした。 

※３ 現在価値に換算する社会的割引率は４％とした。 

 

費用（Ｃ）項目 現在価値 

事 業 費 ９４ 億円 

維持管理費  ２ 億円 

合計（Ｃ） ９６ 億円 

 
 
 
 

費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝１．１０ 

 

 

H21、L=1.7km における 

Ｂ／Ｃ＝１．６９ 

費用便益分析の関連区間 

事 業 名 ： 横代南町３号線 道路改築事業 

事業箇所 ： 小倉南区大字横代【(都)横代線】 

～横代南町五丁目【横代南町山手１号線】 

延長・幅員： L=0.7km W=22m 

事業期間 ： 平成 11 年度～平成 20 年度 

事 業 費 ： 15 億円 
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７．コスト縮減又は代替案の可能性 
 

■コスト縮減 

本路線で必要となる盛土材料については、他の公共事業で発生する土を流用することでコス

ト縮減を図る。 

 未整備区間 L=260m において、盛土材料をすべて購入した場合 

       4,500m3×1,550 円/m3＝6,975 千円 

   ⇒ 約 700 万円【直接工事費・税抜】の縮減が見込める 

 

■代替案の可能性 

 本路線は、(都)南方朽網線の一部を構成するものであり、小倉南区一円の交通ネットワークを

構築するために必要不可欠な区間であるとともに、最適なルートとして都市計画決定されたもの

であることから、代替案はないと考える。 

  

 

８．見直し（縮小・休止・廃止・事業期間の延長等）した場合の影響 
 

横代南町山手１号線は、横代南町・石田南地区（740ｍ）が部分開通し、本地区の交通量も

増えたため、市道上石田堀越 1 号線や踏切がある上石田 24 号線などの生活道路が抜け道とし

て利用されている。そのため、本事業を休止・廃止した場合、地元及び周辺地域への影響が大き

いと考えられる。 

また関係地権者においても、これまでに整備に協力いただいた方々や、今後の計画に合わせて

移転の準備等に協力いただいている方々の理解が得られない。 

 

 
９．事業担当部局の考え方 
 

横代南町山手 1 号線は、(都)南方朽網線の一部を構成するものである。 

本路線を整備し、小倉南区一円の交通ネットワークが構築されることで、 

◆小倉南区の東西アクセスの充実が図られる 
   ・人や物の移動の円滑化 
   ・周辺幹線道路の交通の分散 
   ・重要物流道路の代替機能 

◆周辺の生活環境の向上が図られる 

   ・生活道路の安全確保 

   ・地域の一体化 

   ・民間投資等の誘発 

 

 本路線の重要性は高く、今後も事業を継続し、早期完成に向けて鋭意整備を進めていきたい。 

 

 
 



( 起 点 )
横代南町五丁目

路線の位置

( 終 点 )
山手三丁目

(起点) 大字蒲生

(終点) 大字曽根

小倉南区を
東西に連絡

横代南町山手１号線 概要

（起 点）
横代南町五丁目

Ｓ48～Ｈ9

（終 点）
山手三丁目

Ｈ17～Ｒ9 Ｈ11～Ｈ20 Ｈ5～Ｈ15 Ｈ11～

Ｈ7～

S42 都市計画決定

 別 紙 


